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和
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十
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十
五
日
受
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（
質
問
の 

一
八
） 

答

弁

第

一

八

号 

   

衆
議
院
議
員
猪
俣 

三
君
提
出
六
・
一
五
事
件
に
お
け
る
警
察
官
の
職
権
乱
用
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別

紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
三
四
第
一
八
号 

昭
和
三
十
五
年
七
月
十
五
日 

衆

議

院

議

長 
淸 

瀨 

一 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

岸 
 

信 

介 

一 

 



一 

警
察
庁
発
行
文
書
「
六
・
一
五
国
会
突
入
事
件
を
中
心
と
し
て
」
の
発
送
部
数
は
、
約
九
〇
〇
〇
部
で
あ
り
、

そ
の
送
付
先
は
、
警
察
部
内
、
衆
参
両
院
議
員
（
地
方
行
政
委
員
会
、
法
務
委
員
会
の
委
員
等
）
、
政
党
役
員
、

政
府
関
係
機
関
、
言
論
機
関
、
そ
の
他
民
間
有
識
者
等
で
あ
る
。 

二 

該
文
書
に
記
載
し
た
事
件
は
、
国
の
最
高
機
関
た
る
国
会
の
警
備
に
関
連
し
て
惹
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
そ
の
事
件
の
わ
が
国
内
外
に
与
え
た
影
響
は
甚
大
で
あ
つ
た
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
事
件
に
直
接
対
処
し

た
の
は
、
東
京
都
警
察
で
あ
る
が
、
こ
の
事
件
を
め
ぐ
る
警
察
に
対
す
る
各
種
の
誤
解
等
に
も
と
づ
く
い
ろ
い

ろ
な
批
判
は
、
全
国
都
道
府
県
警
察
の
警
察
活
動
に
影
響
す
る
と
こ
ろ
が
極
め
て
大
で
あ
る
の
で
、
警
察
庁
と

し
て
は
、
全
国
的
な
視
野
に
立
つ
て
、
こ
の
事
件
に
関
し
明
ら
か
に
な
つ
て
い
る
事
実
を
各
方
面
に
卒
直
に
伝

え
、
国
民
の
了
察
を
得
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。 

衆
議
院
議
員
猪
俣 

三
君
提
出
六
・
一
五
事
件
に
お
け
る
警
察
官
の
職
権
乱
用
に
関
す
る
質
問
に 

対
す
る
答
弁
書 

三 

 



四 

該
文
書
は
、
所
属
長
の
意
を
体
し
て
、
警
察
庁
の
広
報
担
当
課
長
で
あ
る
長
官
官
房
総
務
課
長
の
責
任
に
お

い
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

五 

該
文
書
は
、
六
月
二
十
三
日
に
発
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
質
問
主
意
書
の
こ
の
項
で
指
摘
さ
れ
た
事
項

に
つ
い
て
は
、
当
時
ま
だ
そ
の
事
情
が
明
ら
か
で
な
く
、
調
査
中
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。 

三 
該
文
書
の
内
容
は
、
主
と
し
て
警
視
庁
の
調
査
に
よ
る
報
告
に
も
と
づ
き
、
警
察
庁
に
お
い
て
慎
重
検
討
の

う
え
、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

六 

右
翼
が
デ
モ
隊
に
な
ぐ
り
か
か
つ
た
後
に
お
い
て
は
、
デ
モ
隊
側
も
こ
れ
に
対
し
て
全
く
の
無
抵
抗
で
は
な

く
、
デ
モ
隊
の
一
部
に
は
反
撃
の
行
動
に
出
た
も
の
も
あ
つ
て
、
そ
の
状
況
を
「
双
方
の
乱
闘
」
と
表
現
し
た
に

す
ぎ
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
主
動
的
に
攻
撃
を
加
え
た
右
翼
を
現
場
に
お
い

て
逮
捕
し
た
の
で
あ
り
、
も
し
今
後
の
取
り
調
べ
に
お
い
て
、
デ
モ
隊
側
等
に
刑
事
責
任
を
追
求
す
べ
き
も
の

が
判
明
す
れ
ば
、
必
要
な
捜
査
手
段
を
と
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。 

四 

 



八 

該
文
書
の
発
行
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
国
家
公
安
委
員
会
の
了
承
を
得
て
い
る
。 

七 
こ
の
項
に
指
摘
さ
れ
た
雑
誌
の
記
事
は
、
い
ず
れ
も
七
月
十
日
号
の
も
の
で
あ
り
、
警
察
庁
発
行
の
該
文
書

は
六
月
二
十
三
日
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
指
摘
の
記
事
に
も
と
づ
い
て
の
調
査
は
、
警
察
庁
の
文
書
発
行
ま
で

に
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
に
お
い
て
は
、
こ
の
項
に
指
摘
の
事
実
に
つ
い
て
は
目

下
調
査
中
で
あ
る
。 

（
一
） 

（2） 

第 

四 

機 

動 

隊 
 

一
〇
〇
名 

 
 

警 
部 

三 

矢 

金 

吾 

（1） 

参
議
院
南
通
用
門
と
い
う
の
は
参
議
院
第
二
通
用
門
の
こ
と
で
あ
る
と
思
う
が
、
現
場
配
置
の
警
察
官 

は
十
二
名
で
あ
り
、
指
揮
者
は
麴
町
警
察
署
警
部
中
村
克
巳(

制
服)

お
よ
び
公
安
第
二
課
警
部
補
中
村
秋

夫(

私
服)

で
あ
る
。 

城 

東 

大 

隊 
 

 
 

九
名 

 
 

警 

部 
吉 
田 

七 

之 

助 

五 

 



（
二
）
午
後
七
時
以
降
同
七
時
四
十
分
ご
ろ
に
至
る
間
、
衆
議
院
南
通
用
門
附
近
に
配
置
さ
れ
て
い
た
警
察
部

隊
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

1 

第
五 

方 

面 

本 

部 
 

 
 

 
 

 
 

伊 

藤 
秀 
宏 

警
視
正 

 
 

以
下 

 

一
一
名 

（3） 
当
時
国
会
構
内
参
議
院
第
二
通
用
門
附
近
の
警
備
を
担
当
し
て
い
た
部
隊
な
ら
び
に
指
揮
官
は
次
の
と 

丸 

の
内 

署 

部 

隊 
 

 
 

八
三
名 

 
 

警 

部 

小 
 

林 
 

 

重 
学 

校 

部 

隊 
 

 
一
〇
〇
名 

 
 

警 

視 

川 

村 

信 

夫 

お
り
で
あ
る
。 

そ
の
内
訳
は
、 

第 

四 

機 
動 
隊 

 
 

一
〇
〇
名 
 

 

警 

部 

三 

矢 

金 

吾 

八 

王 

子 

大 

隊 
 

 

二
四
六
名 

 
 

警 

視 

小 
 

黒 
 

 

新 

赤 

羽 

大 

隊 
 

 

一
七
一
名 

六 

 



（
三
）
国
会
正
門
前
に
お
い
て
学
生
等
を
排
除
し
た
部
隊
は
、 

7 

立 

川 

大 

隊 
 

 
 

 
 

 
 

松 

本 

捷 

七 

郎 

警 

視 
 

 

以
下 

一
九
六
名 

6 

本 

所 

大 
隊 

 
 

 
 

 
 

 

大 

津 

貞 

一 

警 

視 
 

 

以
下 

一
九
二
名 

5 

北 

沢 
大 

隊 
 

 
 

 
 

 
 

向 
 

井 
 
 

豊 

警 

視 
 

 

以
下 

一
五
〇
名 

4 

滝 
野 
川 

大 

隊 
 

 
 

 
 

 
 

高 

尾 

万 

次 

警 

視 
 

 

以
下 

一
五
三
名 

3 
第 
四 

機 

動 

隊 
 

 
 

 
 

 
 

伊 

林 

長 

松 

警 

視 
 

 

以
下 

二
三
五
名 

2 

第 

二 

機 

動 

隊 
 

 
 

 
 

 
 

外 

川 

浅 

次 

郎 

警 

視 
 

 

以
下 

三
一
四
名 

で
あ
り
、 

な
ら
び
に 

第 

三 

機 

動 

隊 
 

 
 

 
 

 
 

木 
村 

正 

一 

警 

視 
 

 

以
下 

四
四
〇
名 

第 

一 

機 

動 

隊 
 

 
 

 
 

 
 

近 
 

藤 
 
 

始 

警
視
正 

 
 

以
下 

四
一
八
名 

七 

 



（
五
）
現
在
ま
で
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
同
日
同
時
刻
ご
ろ
、
第
三
機
動
隊
が
三
宅
坂
交
さ
点
下
の
道
路
上
を
通

行
中
、
議
事
堂
前
電
停
方
向
か
ら
来
た
眼
鏡
を
か
け
た
三
十
歳
位
の
男
が
近
寄
つ
て
き
て
大
声
で
口
ぎ
た
な

く
悪
ば
を
浴
び
せ
て
き
た
。
そ
の
と
き
数
名
の
巡
査
が
隊
列
か
ら
飛
び
出
し
、
「
あ
つ
ち
へ
行
け
。
」
と
同
人

を
突
き
と
ば
し
た
の
で
男
は
そ
の
場
に
倒
れ
た
が
、
直
ち
に
そ
の
う
ち
の
一
巡
査
が
助
け
起
こ
し
た
と
い
う

事
案
が
あ
り
、
こ
の
事
案
に
関
係
し
た
者
は
第
三
機
動
隊
員
五
名
で
あ
り
、
関
係
部
隊
の
指
揮
者
は
、
第
三 

（
四
）
現
在
ま
で
の
調
べ
で
は
、
一
時
二
十
分
す
ぎ
参
議
院
議
員
会
館
構
内
か
ら
約
二
―
三
十
名
の
学
生
を
排

除
し
た
警
察
官
は
、
第
三
機
動
隊
員
数
十
名
で
、
指
揮
者
は
警
部
小
宮
山
勝
三
郎
で
あ
る
。 

で
あ
る
。 

正
門
か
ら
南
通
用
門
を
へ
て
首
相
官
邸
、
特
許
庁
方
向
に
至
る
道
路
上
に
お
い
て
学
生
等
を
排
除
し
た
の

は
、 

第 
五 
機 

動 

隊 
 

 
 

 
 

 
 

末 

松 

実 

雄 

警 

視 
 

 

以
下 

四
二
九
名 

八 

 



（
六
） 

（3） 

現
在
ま
で
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
当
時
現
場
附
近
の
学
生
た
ち
の
排
除
に
当
た
つ
た
部
隊
員
数
名
が
南
通 

（（2） 

ラ
ジ
オ
東
京
報
道
部
員
神
岡
邦
夫
、
北
村
美
憲
の
両
氏
か
ら
「
十
五
日
午
後
十
時
十
五
分
ご
ろ
南
通
用 

1） 

現
在
ま
で
の
調
査
で
は
、
そ
の
よ
う
な
事
実
は
認
め
ら
れ
な
い
。 

機
動
隊
勤
務
警
部
天
野
政
晴
で
あ
る
。 

門
内
に
お
い
て
警
察
部
隊
の
実
力
行
使
の
際
に
警
棒
で
殴
打
さ
れ
た
。
」
と
の
申
し
立
て
が
あ
つ
た
の
で
、

詳
細
に
つ
い
て
目
下
調
査
中
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
警
棒
に
よ
り
殴
打
さ
れ
た
も
の
か
確
認
す
る
に
至
つ

て
い
な
い
。 

用
門
附
近
で
、
「
警
察
官
云
々
」
と
言
つ
て
い
る
一
人
の
若
い
男
を
認
め
、
そ
の
男
の
肩
に
手
を
か
け
「
何

を
言
つ
て
い
る
の
だ
。
」
と
聞
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
男
は
マ
イ
ク
に
向
つ
て
「
い
ま
察
警
官
が
私
の
肩
を
つ

か
ん
で
云
々
」
と
言
い
出
し
「
ラ
ジ
オ
関
東
の
放
送
中
で
あ
る
…
…
」
と
も
言
つ
た
の
で
、
は
じ
め
て
ア
ナ
ウ 

九 

 



十 

（
五
）
第
一
の
点
に
つ
い
て
は
、
国
会
構
外
の
報
道
陣
を
指
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
第
五
方
面
本
部
長
指

揮
下
の
部
隊
は
国
会
構
外
に
は
出
て
い
な
い
。 

（
四
）
規
定
は
な
い
。 

（
三
）
第
五
方
面
本
部
長
が
衆
議
院
南
通
用
門
附
近
の
警
備
に
当
た
つ
て
い
た
滝
野
川
大
隊
長
等
に
、
「
警
棒
納

め
」
の
命
令
を
な
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。 

（
二
）
所
見
公
表
に
つ
い
て
は
、
所
属
長
の
許
可
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
記
事
は
、
文
責
在
記

者
と
し
て
要
点
筆
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

（
一
）
「
そ
の
他
の
罪
」
に
つ
い
て
は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
警
察
庁
長
官
の
指
定
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。 

ン
サ
ー
で
あ
る
こ
と
を
気
づ
い
た
事
実
が
あ
る
。
こ
の
男
に
対
し
て
、
警
棒
を
ふ
り
あ
げ
た
り
、
な
ぐ
つ

た
と
い
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。 

一
〇 

 



（
九
）
激
し
い
投
石
等
の
行
な
わ
れ
る
混
乱
の
渦
中
で
あ
り
、
ま
た
一
部
の
部
隊
は
学
生
に
押
さ
れ
た
際
分
断

さ
れ
た
状
態
に
な
つ
て
い
た
の
で
、
命
令
が
整
一
に
徹
底
し
な
か
つ
た
こ
と
も
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
個 

（
八
）
第
五
機
動
隊
の
一
部
で
は
、
学
生
、
ま
た
は
周
辺
の
野
次
馬
風
の
組
織
不
明
の
一
団
か
ら
絶
え
間
な
く

続
け
ら
れ
る
敷
石
の
破
片
、
石
塊
等
の
投
て
き
、
あ
る
い
は
プ
ラ
カ
ー
ド
の
柄
、
竹
竿
等
に
よ
る
暴
行
の
た

め
身
体
の
危
険
を
感
じ
、
各
警
察
官
が
自
己
の
判
断
に
よ
つ
て
警
棒
を
用
い
て
い
る
。 

（
七
）
警
棒
は
原
則
と
し
て
指
揮
官
の
命
令
に
よ
つ
て
使
用
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
が
、
当
時
そ
の
命
令
は

出
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
指
揮
官
の
命
令
に
よ
る
い
と
ま
が
な
い
と
き
、
や
む
を
得
ず
個
々
の
判
断
で
使
用

す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。 

（
六
）
質
問
の
赤
木
恭
二
は
、
警
視
庁
広
報
課
長
赤
木
泰
二
の
間
違
い
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
投
稿
は
所

属
長
の
許
可
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。 

第
二
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
一
、
第
三
、
第
五
機
動
隊
で
あ
る
。
第
五
方
面
本
部
長
の
指
揮
下
に
は
な
い
。 

一
一 

 



（
十
一
）
指
摘
の
特
殊
警
棒
は
、
一
部
に
報
道
さ
れ
た
金
属
製
の
棒
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
つ
て
、
同
規

程
第
五
条
第
三
号
に
明
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
私
服
警
察
官
が
犯
人
逮
捕
、
押
収
、
捜
索
等
必
要
あ
る
場
合 

（
十
）
警
棒
の
使
用
状
況
報
告
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
隊
か
ら
報
告
さ
れ
て
お
り
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。 第

一
回
は
、
午
後
五
時
三
十
五
分
ご
ろ
学
生
が
南
通
用
門
を
破
壊
し
て
国
会
構
内
に
侵
入
し
始
め
て
か
ら

大
挙
侵
入
す
る
に
至
る
間
、
第
二
回
は
、
午
後
十
時
ご
ろ
集
会
を
終
つ
た
学
生
が
正
門
方
向
に
向
か
お
う
と

し
て
警
察
部
隊
に
突
き
当
た
つ
て
か
ら
こ
れ
を
排
除
す
る
際
、
第
三
回
は
、
正
門
附
近
に
お
い
て
車
両
に
対

す
る
放
火
等
を
行
な
つ
て
い
た
学
生
等
を
解
散
さ
せ
る
際
、
の
三
回
に
わ
た
つ
て
使
用
し
て
い
る
。 

々
の
警
察
官
が
故
意
に
命
令
に
従
わ
な
か
つ
た
り
、
命
令
に
反
し
た
行
動
を
と
つ
た
事
実
は
な
い
。 

ま
た
、
警
棒
使
用
に
あ
た
つ
て
は
、
慎
重
を
期
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
現
場
に
お
い
て
伝
令

が
特
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
叫
ん
で
回
つ
た
と
い
う
こ
と
は
聞
い
て
い
な
い
。 

一
二 

 



十
二 

十
一 

こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
警
視
庁
に
お
い
て
鋭
意
調
査
を
進
め
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
ま
で
の
と

こ
ろ
告
発
、
懲
戒
等
の
手
続
を
と
つ
た
も
の
は
な
い
。 

将
来
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
調
査
の
結
果
を
待
ち
、
も
し
警
察
側
に
非
違
の
点
が
あ
れ
ば
、
当
然
そ

の
責
任
を
明
ら
か
に
す
る
所
存
で
あ
る
。 

（
一
）
質
問
の
赤
木
恭
二
は
、
警
視
庁
広
報
課
長
赤
木
泰
二
の
間
違
い
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
投
稿
は 

に
使
用
す
る
も
の
で
、
そ
の
購
入
月
日
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

な
お
、
六
月
十
五
日
の
警
備
実
施
に
は
こ
の
特
殊
警
棒
は
全
然
使
用
し
て
い
な
い
。 

昭
和
三
十
四
年
二
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 

一
〇
〇
本 

昭
和
三
十
一
年
十
二
月
十
三
日 

 
 

 
 

 

五
〇
〇
本 

昭
和
三
十
一
年
六
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 

七
〇
〇
本 

一
三 

 



（
三
）
当
日
、
丸
の
内
署
部
隊
八
十
三
名
は
維
新
行
動
隊
の
対
策
部
隊
に
指
定
さ
れ
そ
の
国
会
周
辺
に
進
出
す

る
の
に
備
え
た
の
で
あ
る
が
、
ど
の
方
向
か
ら
現
わ
れ
る
の
か
不
明
で
あ
つ
た
の
で
、
ま
ず
内
幸
町
、
そ
の
後

人
事
院
前
に
前
進
待
機
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
急
報
に
接
し
午
後
五
時
二
十
五
分
ご
ろ
現
場
に
到
着

し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
到
着
が
遅
れ
た
の
は
そ
の
直
前
の
情
報
入
手
が
お
く
れ
た
た
め
と
、
当
時
、
す
で
に 

（
二
）
私
服
員
は 

午
後
三
時
五
〇
分
ご
ろ
、
同
隊
が
貨
物
自
動
車
一
、
観
光
バ
ス
一
、
宣
伝
カ
ー
一
、
の
計
三
台
に
分
乗
し

て
護
国
塾
を
出
発
し
た
の
で
、
乗
用
自
動
車
で
追
尾
警
戒
に
当
た
つ
た
。 

の
計
六
名
で
あ
り
、
午
後
三
時
ご
ろ
か
ら
護
国
塾
周
辺
に
お
い
て
維
新
行
動
隊
の
動
向
視
察
に
当
た
つ
た
。 

警
備
課
員 

 
 

 
 

二 

名 

所
属
長
の
許
可
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。 

公
安
第
二
課
員 

 
 

四 

名 

一
四 

 



（
六
）
麴
町
署
に
任
意
同
行
の
途
中
、
被
同
行
者
が
買
物(

ビ
ン
入
ジ
ユ
ー
ス)

を
し
た
事
実
は
あ
る
が
、
公
衆

電
話
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
調
査
の
結
果
同
行
中
の
も
の
で
は
な
い
も
の
が
使
用
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な 

（
五
）
現
場
で
は
被
疑
者
七
名
を
現
行
犯
と
し
て
逮
捕
し
た
。
そ
の
他
の
者
に
つ
い
て
は
、
個
々
人
の
犯
罪
事

実
が
か
な
ら
ず
し
も
明
白
で
は
な
か
つ
た
た
め
に
、
全
員
を
所
轄
麴
町
署
に
任
意
同
行
を
求
め
て
取
り
調
べ

を
行
な
つ
た
。
社
会
党
議
員
の
発
言
に
つ
い
て
は
、
つ
ま
び
ら
か
で
な
い
。 

（
四
）
単
な
る
樫
の
棒
と
し
て
は
、
一
本
も
携
帯
し
て
い
な
か
つ
た
。 

国
会
周
辺
の
交
通
事
情
か
ら
徐
行
を
余
儀
な
く
さ
れ
人
事
院
前
か
ら
現
場
到
着
に
約
五
分
を
要
し
た
た
め
で

あ
る
。 

当
日
現
場
で
維
新
行
動
隊
の
使
用
し
た
樫
の
棒
と
云
わ
れ
る
の
は
彼
等
が
携
帯
し
て
い
た
プ
ラ
カ
ー
ド
の

柄
と
、
日
の
丸
の
旗
棒
の
樫
材
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
た
だ
し
、
プ
ラ
カ
ー
ド
の
柄
、
旗
竿
と
し
て
単
に
所
持

携
帯
し
て
い
た
だ
け
で
は
実
際
上
取
り
締
ま
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

一
五 

 



十
三 （

一
）
当
日
、
午
後
六
時
三
十
分
以
降
逮
捕
さ
れ
た
学
生
は
百
数
十
名
に
お
よ
び
、
こ
れ
ら
の
者
は
全
員
衆
議

院
議
員
面
会
所
一
階
の
一
般
議
員
面
談
所
、
同
地
下
の
警
察
官
詰
所
等
に
一
時
収
容
し
て
被
疑
者
の
簡
単
な

取
り
調
べ
を
し
た
が
、
そ
の
う
ち
、
負
傷
者
と
判
明
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
救
護
、
病
院
護
送
等
に
努
め
た

の
で
あ
る
。 

（
七
）
第
九
項
の
（
六
）
の

（1）
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。 

な
お
、
刑
訴
法
上
の
任
意
同
行
に
つ
い
て
は
、
被
同
行
者
の
行
動
を
警
察
官
が
強
制
的
に
束
縛
す
る
こ
と

は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。 

な
お
、
同
室
で
は
被
疑
者
の
取
り
調
べ
中
で
あ
り
、
ま
た
、
必
要
な
救
護
は
警
視
庁
の
救
護
班
に
お
い
て

処
置
さ
れ
て
い
た
の
で
同
室
に
対
す
る
出
入
を
制
限
し
た
の
で
あ
る
。 

つ
て
い
る
。
被
同
行
者
が
警
察
電
話
を
使
用
し
た
事
実
は
認
め
ら
れ
な
い
。 

一
六 

 



十
四 （

二
）
議
長
よ
り
国
会
構
内
に
侵
入
さ
れ
た
場
合
は
、
退
去
を
要
求
し
、
こ
れ
に
従
わ
な
い
者
は
排
除
ま
た
は

逮
捕
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
た
め
の
具
体
的
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
は
、
議
長
か
ら
特
別
の

指
示
の
な
い
限
り
、
警
察
の
判
断
に
お
い
て
行
な
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
警
棒
は
警
察
の

判
断
に
お
い
て
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
。 

（
一
）
六
月
十
五
日
の
警
察
官
の
国
会
派
出
に
つ
い
て
は
、
六
月
十
四
日
衆
参
両
院
議
長
か
ら
内
閣
を
通
じ
て

警
視
庁
に
両
議
院
各
二
千
名
の
警
察
官
の
派
出
要
請
が
あ
り
、
更
に
六
月
十
五
日
午
後
七
時
十
分
再
び
内
閣

を
通
じ
て
警
視
庁
に
対
し
、
両
議
院
に
各
千
五
百
名
の
警
察
官
の
追
加
派
出
要
請
が
あ
つ
た
も
の
で
あ
る
。 

（
二
）
六
月
十
三
日
衆
議
院
当
局
と
打
合
わ
せ
を
行
つ
た
際
、
議
員
面
会
所
地
下
の
警
察
官
詰
所
お
よ
び
一
階

の
一
般
面
談
室
等
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
承
認
を
う
け
て
い
た
。 

な
お
、
国
会
議
員
そ
の
他
の
者
を
同
室
に
入
れ
な
か
つ
た
の
は
、
前
項
で
回
答
し
た
と
お
り
で
あ
る
。 

一
七 

 



 

一
八 

（
三
）
放
水
、
催
涙
ガ
ス
の
構
外
に
向
か
つ
て
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
前
号
の
と
お
り
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




